
深谷市木造住宅耐震化補助金交付要綱 

 

平成２３年１１月１０日【市長決裁】 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民が安全で安心した生活のできる災害に強い住環境の

整備を促進するため、市内における既存木造住宅の耐震改修に要する費用

の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による耐震診断基準に基

づく一般診断法（現場調査により診断を行う場合に限る。）又は精密診

断法により建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。 

（２） 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する

耐震改修の設計をいう。 

（３） 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強

工事を含む改修工事（長屋又は共同住宅にあっては、１棟全体にわたる

ものに限る。）をいう。 

（４） 市内業者 深谷市に本店を置く業者とする。 

（補助の対象工事） 

第３条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。） 

は、建築士法（昭和２５年法律２０２号）第２条第１項に規定する建築士

（以下「建築士」という。）が実施する耐震診断による上部構造評点が 

１．０未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断された建築物につい

て、上部構造評点が１．０以上又は地盤若しくは基礎が安全となるよう改

修する建築士が実施する設計に基づくものとする。 

（補助対象建築物） 

第４条 補助金の交付の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」とい 

う。）は、市内の既存建築物であって、次のいずれにも該当するものとす

る。 

（１） 昭和５６年５月３１日以前に工事に着手した住宅（長屋又は共同

住宅を含む。）又は併用住宅（店舗等の用途に供する部分の床面積が延

べ面積の２分の１未満のものに限る。）であって、新耐震基準施行日（

昭和５６年６月１日）以降に大規模な増改築を行っていないこと。 

（２） 地上２階建て以下の木造在来軸組工法又は木造枠組壁工法により

建築されていること。 

（３） 持ち家にあっては申請時において現に居住していること又は改修

工事後速やかに居住すること、貸家、長屋又は共同住宅にあっては現に

居住されていること（現在居住形態が無い場合で、入居者の退出の都合

で申請日の６か月前まで居住されていた場合を含む。）又は改修工事後

速やかに居住されること。 



２ 前項の規定にかかわらず、公共事業の施行に伴い補償の対象となる既存建

築物は、補助対象建築物としない。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」とい 

う。）は、次のいずれにも該当するものとする。 

（１） 補助対象建築物の所有者 

（２） 市税を滞納していない者 

（補助金の交付額等） 

第６条 補助対象工事１棟当たりに対する補助金は、次の各号に定める額とす

る。 

（１） 一戸建ての住宅については、耐震改修に要した費用に３分の１を

乗じた額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とし、３０万円（６５歳以上の者のみが居住する一戸建

ての住宅の耐震改修を行う場合は５０万円）を限度とする。 

（２） 貸家、長屋又は共同住宅については、耐震改修に要した費用に３

分の１を乗じた額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）又は１棟の戸数（一団の敷地に複数棟存在する

場合については敷地全体で１棟とする。）に１０万円を乗じた額のうち

のいずれか少ない額とし、３０万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市内業者以外による補助対象工事に係る補助額

は、同項各号に定める補助額に２分の１を乗じた額とする。 

３ 補助金の交付は、補助対象建築物１棟につき１回とする。 

（補助の申請手続） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補

助対象工事に着手する前に、深谷市木造住宅耐震化補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、交付適合通知を受

けなければならない。 

（１） 付近見取り図（方位、道路及び目標となる地物を明示したもの） 

（２） 補助対象建築物の所有者及び建築年を明確にできる書類 

（３） 補助対象建築物に居住していることが確認できる書類（住民票な

ど） 

（４） 耐震診断の結果を示す書類 

（５） 耐震改修計画図面及び耐震改修計画に伴う耐震診断（上部構造評

点が１．０以上となるもの）の結果を示す書類 

（６） 耐震改修工事の見積書の写し（耐震改修工事に係る部分の見積額

が分かるものに限る。） 

（７） 確認済証の写し（建築確認が必要な場合に限る。） 

（８） 現況建物の外観のわかる写真（対象箇所の施工前のものを含  

む。） 

（９） 耐震診断及び耐震改修設計を行う建築士の建築士法第５条第２項

の規定による建築士免許証の写し 

（１０） 施工業者の本店の所在のわかる書類 

（１１） 配置図（一団の敷地に複数棟存在する場合に限る。） 



（１２） その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、申請を行おうとする日の属する年度の２月末日までに申請し、

かつ、補助対象工事を当該年度の３月末日までに完了しなければならな  

い。 

（補助金の交付適合通知等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、こ

の要綱に適合していると認めたときは深谷市木造住宅耐震化補助金交付適

合通知書（様式第２号）により、適合していないと認めたときは深谷市木

造住宅耐震化補助金交付不適合通知書（様式第３号）により、申請者に通

知するものとする。 

（申請内容の変更等） 

第９条 前条の規定により適合通知を受けた者は、申請内容等に変更があった

ときは、深谷市木造住宅耐震化補助金交付申請変更申請書（様式第４号）

に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。 

（１） 変更後の耐震改修計画の図面及び耐震診断（総合評価が１．０以

上となるもの）の結果を示す書類 

（２） 変更後の耐震改修の耐震補強に係る部分の見積額が分かる見積書

の写し 

（３） 確認済証の写し（計画変更の建築確認が必要な場合に限る。） 

（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 前条の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、深谷市木造住宅耐

震化補助金交付申請取下届（様式第５号）を速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

（補助対象工事の完了報告） 

第１０条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、深谷市木造住宅耐

震化完了報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長

に報告しなければならない。 

（１） 施工中及び施工後の実施箇所の写真 

（２） 工事費用の内訳書の写し 

（３） 補助対象工事に係る工事請負契約書の写し 

（４） 補助対象工事に要した費用の領収書の写し  

（５） 検査済証の写し（建築確認が必要な場合に限る。） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査 

し、適正に補助対象工事が行われたと認めたときは、深谷市木造住宅耐震

化補助金交付決定通知書（様式第７号）により補助対象者に通知するもの

とする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、深谷市木造住宅耐震

化補助金交付請求書（様式第８号）に第８条（第９条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する通知書の写し及び振込先の申請者名義の通



帳の写しを添えて、市長に補助金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、速

やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助対象者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を

受けたときは、深谷市木造住宅耐震化補助金交付決定取消通知書（様式第

９号）により、補助金の交付決定を取消すことができる。 

（補助金の返還） 

第１４条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された

場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部

又は一部を市長に返還しなければならない。 

（実地調査） 

第１５条 市長は、状況に応じて必要と認める場合は、耐震改修の実地調査を

行うことができる。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成２４年６月１９日【部長決裁】）  

１ この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

   附 則（平成２５年１月１０日【部長決裁】）  

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２８日【部長決裁】）  

１ この要綱は、平成２８年３月３１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月５日【部長決裁】）  

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月９日【部長決裁】）  

１ この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 


